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-ご挨拶- 

 

平素より新生信託銀行をお引き立ていただき、誠にありがとうございます。 

新生信託銀行は、お客さま、株主、従業員などすべてのステークホルダーのために、すべての

行動において、妥協を許さない誠実さと高い水準の透明性を追求し、長期的・安定的な収益の成

長を通じて企業価値を高めてまいります。 

このたび、2013 年 3 月期中間期（2012 年 9 月期）の決算概況および事業内容を報告させてい

ただくため、本ディスクロージャー誌を作成致しました。本誌を通じ、新生信託銀行について一層

のご理解をいただければ幸いです。 

 

平成 25 年 1 月 

代表取締役社長 後藤 武彦 
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新生信託銀行の概要 

 
名称 新生信託銀行株式会社 
英文名称 Shinsei Trust & Banking Co., Ltd. 
設立 1996（平成 8）年 11 月 27 日 
本店所在地 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町二丁目 4 番 3 号 
営業所 本店のみ 
資本金 50 億円 
発行済株式数 100,000 株  
株主 株式会社新生銀行 
 （保有株式数 100,000 株 保有割合 100％） 
 

主要な経営指標の推移 

（単位：百万円、ただし1株当たりの金額を除く）

平成22年9月期 平成23年9月期 平成24年9月期 平成23年3月期 平成24年3月期

経常収益 1,248 1,093 846 2,389 2,089

業務純益 578 514 301 1,058 941

経常利益 578 513 296 1,059 941

中間（当期）純利益 346 300 180 628 547

資本金 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

発行済株式総数 100千株 100千株 100千株 100千株 100千株

純資産額 7,402 6,734 7,162 7,683 6,981

総資産額 15,242 15,156 8,077 15,697 15,329

預金残高 - - - - -

貸出金残高 - - - - -

有価証券残高 35 35 35 35 35

単体自己資本比率(国内基準） 88.05% 85.22% 125.26% 93.31％ 92.74%

1株当たり純資産額 74,021.41円 67,343.32円 71,620.74円 76,834.05円 69,810.95円

1株当たり中間（当期）配当額 - 12,500円 - - 12,500円

配当性向 - 228.23%

1株当たり中間（当期）純利益 3,468.41円 3,009.30円 1,809.81円 6,281.12円 5,476.85円

経常収支率 53.64% 53.03% 64.93% 55.66％ 54.95%

従業員数 68人 60人 63人 66人 60人

信託報酬 1,106 1,035 806 2,124 1,965

信託勘定貸出金残高 - 15,461 39,619 - 27,553

信託勘定有価証券残高 143,525 121,925 98,375 126,077 105,512

信託財産額 3,001,185 2,610,524 2,135,571 2,494,987 2,498,375

（注）経常収支率＝経常費用／経常収益×100 
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平成 24年 9 月期の概要 

 

金融経済環境 

 

当中間期のわが国経済は、震災関連の復興需要等を背景として、期前半までは緩やかな回復基調

にありましたが、その後、欧州債務危機の深刻化や欧米・新興国を含めた世界的な景気の減速によ

り、特に欧州・アジア向けの輸出が減少したのに加え、エコカー補助金等の政策効果の弱まりとと

もに個人消費も落ち込む等、回復の動きに足踏みがみられる展開となりました。 

こうした中、金融市場では、投資家のリスク回避の動きが強まり、わが国が相対的に安全な投資

先として評価された結果、為替相場は円高基調が継続しました。また、日本国債への資金流入が進

み、長期金利は一段と低下しました。一方、欧州債務危機等により世界経済の先行きについて慎重

な見方が広まったことを背景に、株価は総じて軟調に推移しました。 

 

事業の経過及び成果 

 

平成24年度上半期の証券化市場は依然として低調であり、加えて大手銀行間による受託競争も引

き続き厳しい中、当社は引き続き専門性の高いカスタムメイドの信託業務を提供することで、既存

のお客様との取引関係を強化すると同時に新規のお客様の開拓に注力して参りました。その結果、

当中間期は、CMBSのリファイナンスに対応する信託案件や、独立行政法人の長期債券にローンで投

資する信託案件、優良企業の不動産特定共同事業法を使ったマンション建設プロジェクトにローン

で投資する信託など、新しい商品を提供することができました。また、下半期に向けて、震災の復

興の手助けとなる不動産等の証券化スキーム、再生可能エネルギーの発電事業における信託を使っ

た資金調達スキームへの参加は積極的に行いたいと考えております。 

ただし、証券化市場の回復が見られない中、証券化等による資金調達及び投資にかかる信託に特

化したビジネスを行う当社にとっては、既存の大型案件の元本償還に伴う期中信託報酬収入の減少

を、単価の低下した新規案件で補うことができない状況は避けられず、引き続き厳しい状況が継続

しております。 

このような金融経済環境および事業経過のもと、当中間期の業績は以下のとおりとなりました。 
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 経営成績 

 

 当中間期の経営成績については、経常利益は 296 百万円（前年同期比 216 百万円減少）、中間純利

益は 180 百万円（前年同期比 119 百万円減少）となりました。経常収益は、846 百万円（前年同期

比 247 百万円減少）となりました。このうち信託報酬は 806 百万円（前年同期比 228 百万円減少）、

役務取引等収益 35百万円（前年同期比 17 百万円減少）となっております。一方、経常費用は、経

費削減に伴い、549 百万円（前年同期比 30百万円減少）となっております。 

 

 

財政状態 

 

総資産の状況については、総資産は期中 72億円減少し中間期末残高は 80億円となりました。資

産は、現金預け金が 75 億円（期中 72億円減少）、負債は、信託勘定借が 3億円（期中 71億円減少）

となっております。純資産については、純資産 71億円のうち、株主資本が 71 億円（期中 1億円増

加）となっております。キャッシュ・フローについては、信託勘定借が 71 億円の減少となったこ

と等により、営業活動によるキャッシュ・フローが 72 億円の支出となったため、現金及び現金同

等物の中間期末残高は 26億円（期中 72億円減少）となりました。 

 

 

信託勘定の状況 

 

信託業務の状況については、信託財産残高は合計で期中 3,628 億円減少して中間期末現在 2 兆

1,355 億円となりました。信託業務別に見ますと、包括信託が期中 2,382 億円減少して中間期末現

在 1兆 3,508 億円、金銭債権信託は期中 1,108 億円減少して中間期末現在 934 億円、特定金外信託

（金銭信託以外の金銭の信託）は期中 37 億円減少して中間期末現在 4,403 億円、不動産信託（土

地及びその定着物の信託）は期中 246 億円減少して中間期末現在 2,238 億円となりました。その一

方、特定金銭信託は期中 147 億円増加して中間期末現在 270 億円となりました。 
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中間財務諸表 

 
 
中間貸借対照表 

 

（単位：百万円）

平成23年9月期末 平成24年3月期末 平成24年9月期末

14,498 14,761 7,546

預け金 14,498 14,761 7,546

35 35 35

国債 35 35 35

425 388 378

前払費用 12 12 12

未収収益 153 130 124

未収入金 156 141 139

その他の資産 102 103 103

101 96 93

建物 86 85 84

その他の有形固定資産 15 11 9

0 - -

ソフトウェア 0 - -

94 47 24

15,156 15,329 8,077

7,507 7,526 349

857 712 517

未払法人税等 68 53 37

未払金 132 224 64

未払費用 12 17 11

前受収益 34 40 41

預り金 280 293 293

資産除去債務 61 61 62

その他の負債 267 21 6

45 90 39

11 19 8

8,421 8,348 915

5,000 5,000 5,000

1,734 1,981 2,162

利益準備金 1,430 1,430 1,430

その他利益剰余金 304 551 732

　　　　繰越利益剰余金 304 551 732

株主資本合計 6,734 6,981 7,162
△　0 0 0

評価・換算差額等合計 △　0 0 0
6,734 6,981 7,162

15,156 15,329 8,077

現金預け金

資産の部合計

（資産の部）

有価証券

その他資産

有形固定資産

無形固定資産

繰延税金資産

負債及び純資産の部合計

資本金

利益剰余金

その他有価証券評価差額金

純資産の部合計

（純資産の部）

（負債の部）

負債の部合計

信託勘定借

その他負債

賞与引当金

役員賞与引当金
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中間損益計算書 

 
（単位：百万円）

平成23年9月期 平成24年9月期 平成24年3月期

1,093 846 2,089

1,035 806 1,965

5 4 9

有価証券利息配当金 0 0 0

預け金利息 5 4 9

53 35 113

その他の役務収益 53 35 113

その他経常収益 0 - 0

その他の経常収益 0 - 0

580 549 1,148

0 0 0

その他の支払利息 0 0 0

25 20 51

支払為替手数料 0 0 1

その他の役務費用 25 19 49

553 524 1,096

0 4 0

その他の経常費用 0 4 0

513 296 941

513 296 941

186 92 320

26 23 73

法人税等合計 212 115 393

300 180 547

営業経費

経常収益

経常費用

信託報酬

役務取引等収益

資金運用収益

資金調達費用

役務取引等費用

中間（当期）純利益

法人税等調整額

税引前中間（当期）純利益

その他経常費用

経常利益

法人税、住民税及び事業税
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中間株主資本等変動計算書 

 

（単位：百万円）

平成23年9月期 平成24年9月期 平成24年3月期

株主資本

資本金

当期首残高 5,000 5,000 5,000

当中間期（当期）末残高 5,000 5,000 5,000

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 1,180 1,430 1,180

当中間期（当期）変動額

剰余金の配当 250 - 250

当中間期（当期）変動額合計 250 - 250

当中間期（当期）末残高 1,430 1,430 1,430

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 1,503 551 1,503

当中間期（当期）変動額

剰余金の配当 △ 1,500 - △ 1,500

中間（当期）純利益 300 180 547

当中間期（当期）変動額合計 △ 1,199 180 △ 952

当中間期（当期）末残高 304 732 551

利益剰余金合計

当期首残高 2,683 1,981 2,683

当中間期（当期）変動額

剰余金の配当 △ 1,250 - △ 1,250

中間（当期）純利益 300 180 547

当中間期（当期）変動額合計 △ 949 180 △ 702

当中間期（当期）末残高 1,734 2,162 1,981

株主資本合計

当期首残高 7,683 6,981 7,683

当中間期（当期）変動額

剰余金の配当 △ 1,250 - △ 1,250

中間（当期）純利益 300 180 547

当中間期（当期）変動額合計 △ 949 180 △ 702

当中間期（当期）末残高 6,734 7,162 6,981

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △　0 0 △　0

当中間期（当期）変動額
株主資本以外の項目の当中間期
（当期）変動額（純額） △　0 △　0 0

当中間期（当期）変動額合計 △　0 △　0 0

当中間期（当期）末残高 △　0 0 0

評価・換算差額等合計

当期首残高 △　0 0 △　0

当中間期（当期）変動額
株主資本以外の項目の当中間期
（当期）変動額（純額） △　0 △　0 0

当中間期（当期）変動額合計 △　0 △　0 0

当中間期（当期）末残高 △　0 0 0

純資産合計

当期首残高 7,683 6,981 7,683

当中間期（当期）変動額

剰余金の配当 △ 1,250 - △ 1,250

中間（当期）純利益 300 180 547
株主資本以外の項目の当中間期
（当期）変動額（純額） △　0 △　0 0

当中間期（当期）変動額合計 △ 949 180 △ 702

当中間期（当期）末残高 6,734 7,162 6,981  
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中間キャッシュ・フロー計算書 

 
（単位：百万円）

平成23年9月期 平成24年9月期 平成24年3月期

税引前中間（当期）純利益 513 296 941
減価償却費 5 4 11

賞与引当金の増減額（△は減少） △ 47 △ 50 △ 2

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △ 7 △ 10 0

資金運用収益 △ 5 △ 4 △ 9

資金調達費用 0 0 0

有価証券関係損益（△） 0 0 0

預け金（現金同等物を除く）の純増（△）減 545 - 245

信託勘定借の純増減（△） 120 △ 7,176 139

資金運用による収入 5 4 10

資金調達による支出 △　0 △　0 △ 0

その他 429 △ 14 246

小　　　　計 1,560 △ 6,950 1,582

法人税等の支払額 △ 277 △ 263 △ 335

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,283 △ 7,214 1,247

有価証券の取得による支出 - - △ 35

有価証券の償還による収入 - - 35

有形固定資産の取得による支出 △ 2 △ 1 △ 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2 △ 1 △ 4

配当金の支払額 △ 1,250 - △ 1,250

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,250 - △ 1,250

- - -

30 △ 7,215 △ 6

9,868 9,861 9,868

9,898 2,646 9,861

現金及び現金同等物の期首残高

現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高

現金及び現金同等物に係る換算差額

営業活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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重要な会計方針 （平成 24 年 9 月期） 

 
 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 
  有価証券の評価は、その他有価証券のうち時価のあるものについては中間決算日の市場価格等に基づく

時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。なお、その他有価証券の評価差額につ

いては、全部純資産直入法により処理しております。 
２．有形固定資産の減価償却の方法 
   有形固定資産は、建物については定額法、その他の有形固定資産については定率法を採用し、年間減価

償却費見積額を期間により按分し計上しております。 
また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

    建物 8 年から 38 年 
    その他の有形固定資産 3 年から 20 年 
（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 
  当社は、法人税法の改正に伴い、当中間会計期間より、平成 24 年 4 月 1 日以後に取得した有形固定資

産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりますが、これによる当中間会

計期間の経常利益及び税引前中間純利益への影響はありません。 
３．引当金の計上基準 
（1）貸倒引当金 
   貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上することとしております。 
  「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（日本公

認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第 4 号）に規定する正常先債権及び要注意先債権に相当する債

権については、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々の貸倒実績から算出した貸倒実績

率等に基づき計上します。破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込

額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額を計上します。破綻先債権

及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回

収可能見込額を控除した残額を計上します。 
   すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署の協力の下に資産査定部署が資産査定を

実施しておりますが、当中間期の計上額はありません。 
（2）賞与引当金 
   賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中

間期に帰属する額を計上しております。 
（3）役員賞与引当金 
   役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当中

間期に帰属する額を計上しております。 
４．消費税等の会計処理 
  消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 
５．連結納税制度の適用 
  当社は株式会社新生銀行を連結納税親会社として連結納税制度を適用しております。 
６．中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 
  中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間貸借対照表上の「現金預け金」のうち定期

預け金以外のものであります。 
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注記事項 （平成 24 年 9 月期） 

 
 

中間貸借対照表関係 
 

１． 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条により準用される信託業法第 11 条の営業保証金供

託義務並びに宅地建物取引業法第 25 条の営業保証金供託義務に基づき、有価証券 35 百万円を供託して

おります。 
また、その他資産には、保証金は 0 百万円及び敷金は 102 百万円が含まれております。 

２．有形固定資産の減価償却累計額  24 百万円 
３．銀行法第 18 条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。 

剰余金の配当をする場合には、会社法第 445 条第 4 項（資本金の額及び準備金の額）の規定にかかわ

らず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に 5 分の 1 を乗じて得た額を資本準備金又は利益準

備金として計上しております。 
当中間期における当該剰余金の配当に係る利益準備金の計上額はありません。 

 
 
 

中間株主資本等変動計算書関係 
 

 

 発行済株式の種類及び総数に関する事項 
（単位：千株） 

 当事業年度期首 
株式数 

当中間会計期間 
増加株式数 

当中間会計期間 
減少株式数 

当中間会計期間 
末株式数 

摘要 

発行済株式      
普通株式 100 － － 100 － 

合計 100 － － 100 － 
 
 
 

中間キャッシュ・フロー計算書関係 
 

  現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 
 

（単位：百万円） 
現金預け金勘定 7,546 
定期預け金 △4,900  
現金及び現金同等物 2,646 
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金融商品関係 
 

金融商品の時価等に関する事項 
平成 24 年 9 月 30 日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。 

（単位：百万円） 
 中間貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

(1) 現金預け金 
    預け金 

 
7,546      

 
7,546      

 
－ 

(2) 有価証券 
    国債 

 
35      

 
35      

 
－ 

(3) その他資産 
    未収入金 

 
139      

 
139      

 
－ 

資産計 7,720      7,720      － 
(1) 信託勘定借 349      349      － 
(2) その他負債 
    未払金 
    預り金 

 
64      

293      

 
64      

293      

 
－ 
－ 

負債計 707      707      － 
 
 

（注）金融商品の時価の算定方法 
 
資産 

（1）現金預け金 
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とみ

なしております。満期のある預け金については、約定期間が短期間（6 ヶ月以内）であり、時価は帳

簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とみなしております。 
 

（2）有価証券 
債券については、公表されている市場価格等に基づく時価によっております。 
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については｢（有価証券関係）｣に記載しておりま

す。 
 

（3）その他資産 
その他資産のうち未収入金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似している

ことから、当該帳簿価額を時価とみなしております。 
 

負債 
（1）信託勘定借 

信託勘定借については、当中間期末に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしており

ます。 
 

（2）その他負債 
その他負債のうち未払金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似しているこ

とから、当該帳簿価額を時価とみなしております。預り金については、当中間期末に要求された場合

の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。 
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有価証券関係 
 

その他有価証券（平成 24 年 9 月 30 日現在） 
 

 種類 中間貸借対照表 
計上額（百万円） 

取得原価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

債券 35 35 0 
  国債 35 35 0 

中間貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 合計 35 35 0 
 
 
 

税効果会計関係 
 

  繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。 
 

繰延税金資産 
資産除去債務 22  百万円 
前受収益 15 
賞与引当金 15 
未払事業税 9 
その他   5 

繰延税金資産小計 67 
評価性引当額 △23 
繰延税金資産合計 44 
繰延税金負債 

有形固定資産   20  
その他有価証券評価差額金   0 

繰延税金負債合計   20 
繰延税金資産の純額   24  百万円 
 

 
 
 

１株当たり情報 

 
１株当たりの純資産額 71,620 円 74 銭 
１株当たりの中間純利益金額 1,809 円 81 銭 

 
 
 
財務諸表の正確性、内部監査の有効性についての確認 

 
 
 私は、当社の平成 24 年 4 月 1 日から平成 24 年 9 月 30 日までの第 13 期中間事業年度に

係る財務諸表について、財務諸表がすべての重要な点において適正に表示されていることを

確認いたしました。また、内部監査部の検証・報告を含め、財務諸表作成に係る内部統制が

有効に機能していることを確認いたしました。 
 
 

平成 25 年 1 月 17 日 
 

代表取締役社長
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信託業務の状況 
 
 
信託財産残高表 

（単位：百万円）

平成23年9月期末 平成24年3月期末 平成24年9月期末

（資産）

貸出金 15,461 27,553 39,619

有価証券 121,925 105,512 98,375

金銭債権 1,885,226 1,790,931 1,321,443

有形固定資産 242,501 238,167 213,851

無形固定資産 1,164 1,164 1,164

その他債権 238,692 212,131 354,488

銀行勘定貸 7,507 7,526 349

現金預け金 98,045 115,387 106,278

合計 2,610,524 2,498,375 2,135,571

（負債）

特定金銭信託 12,125 12,286 27,049

金銭信託以外の金銭の信託 483,386 444,137 440,354

金銭債権の信託 205,320 204,276 93,457

土地及びその定着物の信託 252,960 248,567 223,896

包括信託 1,656,731 1,589,107 1,350,814

合計 2,610,524 2,498,375 2,135,571  
 
（注）１．共同信託他社管理財産はありません。 
   ２．元本補填契約のある信託（信託財産の運用のため再信託された信託を含む）については、取扱残高はありません。 
 
 
 
金銭信託の信託期間別の元本残高 

 
（単位：百万円）

平成23年9月期末 平成24年3月期末 平成24年9月期末

1年未満 12,000 12,000 12,000

1年以上2年未満 - - -

2年以上5年未満 125 286 435

5年以上 - - 0

その他 - - -

合計 12,125 12,286 12,435  
 
（注） 貸付信託の取扱はありません。 
 

 

金銭信託に係る有価証券の種類別運用残高 

 
（単位：百万円）

平成23年9月期末 平成24年3月期末 平成24年9月期末

社債 - - 3,713

その他の証券 12,000 12,000 12,000

合計 12,000 12,000 15,713  
 
（注）１．年金信託、財産形成給付信託、貸付信託の取扱はありません。 
   ２．金銭信託に係る貸出金はありません。 
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営業の状況 
 
 
利益の状況 

（単位：百万円）
平成24年9月期 平成24年3月期

業務粗利益 1,067 826 2,037
経費 553 524 1,096
業務純益 514 301 941
臨時損益 △ 0 △ 4 △ 0
経常利益 513 296 941
特別損益 - - -
税引前中間（当期）純利益 513 296 941
法人税、住民税及び事業税 186 92 320
法人税等調整額 26 23 73
中間（当期）純利益 300 180 547

平成23年9月期

 
 
業務粗利益 

（単位：百万円）

平成24年9月期 平成24年3月期

資金運用収支 5 4 9
　　　　資金運用収益 5 4 9
　　　　資金調達費用 0 0 0
役務取引等収支 1,062 821 2,027
　　　　役務取引等収益 1,088 841 2,079
　　　　役務取引等費用 25 20 51
特定取引収支 - - -
　　　　特定取引収益 - - -
　　　　特定取引費用 - - -
その他業務収支 - - -
　　　　その他業務収益 - - -
　　　　その他業務費用 - - -
業務粗利益 1,067 826 2,037
業務粗利益率 24.17% 19.66% 23.51%

平成23年9月期

 
 
（注）1. 役務取引等収益には信託報酬を含みます。 
   2. 業務粗利益率＝業務粗利益×年間日数／中間期中日数×100 または   業務粗利益   ×100 

資金運用勘定平均残高           資金運用勘定平均残高 
   3. 国際業務部門の計数はございません。 
 
 
資金運用・調達勘定の平均残高、利息、利回り、資金利鞘 

（単位：百万円）

平成23年9月期 平成24年9月期 平成24年3月期

平均残高 利息 利回り 平均残高 利息 利回り 平均残高 利息 利回り

資金運用勘定 8,832 5 0.12% 8,384 4 0.12% 8,665 9 0.11%

　　　　うち有価証券 35 0 0.17% 35 0 0.14% 36 0 0.11%

　　　　うち預け金 8,797 5 0.12% 8,349 4 0.12% 8,629 9 0.11%

資金調達勘定 899 0 0.02% 870 0 0.03% 1,127 0 0.02%

資金運用収支・資金粗利鞘 5 0.10% 4 0.09% 9 0.09%  
 
（注）国際業務部門の計数はございません。 
 
 

受取・支払利息の分析 

（単位：百万円）

平成23年9月期 平成24年9月期 平成24年3月期

残高による
増減

利率による
増減

純増減
残高による

増減
利率による

増減
純増減

残高による
増減

利率による
増減

純増減

受取利息 0 △ 3 △ 3 △ 0 △ 0 △ 0 △ 0 △ 5 △ 5

支払利息 △ 0 △ 0 △ 0 △ 0 0 0 △ 0 △ 0 △ 0  
 
（注）1. 残高及び利率の増減要因が重なる部分については、「利率による増減」に含めて表示しています。 
   2. 国際業務部門の計数はございません。 
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役務取引等の状況 
（単位：百万円）

平成23年9月期 平成24年9月期 平成24年3月期

役務取引等収益 1,088 841 2,079

　　　　うち信託報酬 1,035 806 1,965

役務取引等費用 25 20 51

　　　　うち為替業務 0 0 1  
 
 
利益率 

（単位：百万円）

平成23年9月期 平成24年9月期 平成24年3月期

総資産経常利益率 6.72% 5.11% 6.12%

自己資本経常利益率 14.25% 8.36% 12.83%

総資産中間（当期）純利益率 3.94% 3.11% 3.56%

自己資本中間（当期）純利益率 8.34% 5.09% 7.46%  
 
（注）中間期： 経常利益（または中間純利益）×年間日数／中間期中日数×100 
         総資産平均残高（または自己資本勘定平均残高） 
 

年度 ：    経常利益（または当期純利益）     ×100 
        総資産平均残高（または自己資本勘定平均残高） 
 

※自己資本・・・純資産の部合計－新株予約権－少数株主持分 （ただし、新株予約権および少数株主持分はございません。） 
 
 
営業経費の内訳 

（単位：百万円）

平成23年9月期 平成24年9月期 平成24年3月期

給料・手当 263 256 515

賞与引当金繰入 45 32 90

役員賞与引当金繰入 7 4 15

出向者退職金負担額 36 35 69

福利厚生費 42 43 83

減価償却費 5 4 11

土地建物機械賃借料 52 52 111

営繕費 11 10 22

消耗品費 5 1 7

給水光熱費 1 1 2

旅費 1 0 2

通信費 1 1 2

諸会費・寄付金・交際費 3 3 6

租税公課 12 10 20

その他 63 66 133

合計 553 524 1,096  
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資産の状況 
 
 
有価証券残高 
 
有価証券期末残高 （単位：百万円）

平成23年9月期末 平成24年3月期末 平成24年9月期末

国債 35 35 35  
 
有価証券平均残高 （単位：百万円）

平成23年9月期 平成24年3月期 平成24年9月期

国債 35 36 35  
 
（注）1. 地方債、短期社債、社債、株式、外国債券、外国株式、その他の証券は保有していません。 
   2. 国際業務部門の計数はございません。 
 
 
有価証券の種類別・残存期間別残高

（単位：百万円）

平成23年9月期末

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超 期間の定めのないもの 合計

国債 35 - - - - 35

（単位：百万円）

平成24年3月期末

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超 期間の定めのないもの 合計

国債 - 35 - - - 35

（単位：百万円）

平成24年9月期末

1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超 期間の定めのないもの 合計

国債 35 - - - - 35  
 
 
有価証券の時価情報 

 
その他有価証券で時価のあるもの （単位：百万円）

平成23年9月期末 平成24年3月期末 平成24年9月期末

取得原価
中間

貸借対照表
計上額

評価差額 うち益 うち損 取得原価
貸借対照表

計上額
評価差額 うち益 うち損 取得原価

中間
貸借対照表

計上額
評価差額 うち益 うち損

国債 35 35 △　0 - 0 35 35 0 0 - 35 35 0 0 -  
 
（注）中間貸借対照表（貸借対照表）計上額は、各中間会計期間（各会計年度）末日における市場価格等に基づく時価により計上した

ものであります。 
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自己資本比率の状況 
 
 
単体自己資本比率 （国内基準） 
 

（単位：百万円）

平成23年9月期末 平成24年3月期末 平成24年9月期末

（自己資本）

資本金 5,000 5,000 5,000

うち非累積的永久優先株 - - -

利益準備金 1,430 1,430 1,430

その他利益剰余金 304 551 732

社外流出予定額 - - -

その他有価証券の評価差損 - - -

[基本的項目]　計　（A) 6,734 6,981 7,162

[補完的項目]　計　（B) - - -

[準補完的項目]　計　（C) - - -

自己資本総額　（A＋B＋C） （D) 6,734 6,981 7,162

（控除項目）　計　（E） - - -

自己資本額　（D－E） （F） 6,734 6,981 7,162

（リスク・アセット等）

資産（オン・バランス）項目 3,116 3,084 1,641

オフ・バランス取引等項目 - - -

マーケット・リスク相当額を8％で除して得た額 - - -

オペレーショナル・リスク相当額を8％で除して得た額 4,785 4,442 4,075

旧所要自己資本の額に告示に定める率を乗じて得た額が
新所要自己資本の額を上回る額に25.0を乗じて得た額

- - -

合計　（G） 7,901 7,527 5,717

単体自己資本比率　（国内基準）

（F）　／　（G） 85.22% 92.74% 125.26%

単体基本的項目比率　（Tier1比率）（国内基準）

（A）　／　（G） 85.22% 92.74% 125.26%

単体総所要自己資本額　（国内基準）

（G）　× 4％ 317 302 229  
 
（注）1. 新自己資本比率規制（BaselⅡ）は平成 19 年 3 月期末日より適用されました。 
   2. 信用リスクの計測手法は標準的手法を採用しております。 
   3. オペレーショナル・リスクの計測手法は粗利益配分手法を採用しております。 
   4. マーケット・リスク規制は導入しておりませんので、マーケット・リスク相当額は計測していません。 
   5. 自己資本比率は「銀行法第 14 条の 2 の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当

であるかどうかを判断するための基準」（平成 18 年金融庁告示第 19 号）に基づき定められた算式に基づき算出しており

ます。当社は国内基準の適用を受けております。 
6. 本開示においては単体総所要自己資本額は切上表示としております。 
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バーゼルⅡ 第 3の柱（市場規律）に基づく開示 
 
銀行法施行規則（昭和 57 年大蔵省令第 10 号）第 19 条の 2第 1項第 5号ニ等に規定する自己資本の充実の状況等について金

融庁長官が別に定める事項（平成 19 年 3月 23 日 金融庁告示第 15 号）として、中間事業年度に係る説明書類に記載すべき事

項を、当該告示に則り、開示いたします。（中間事業年度に係る説明書類にあっては、定性的な開示事項を除きます。） 

なお、本章中における「告示第 19 号」および「自己資本比率告示」は、銀行法第 14 条の 2の規定に基づき、銀行がその保

有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成 18 年 3月 27 日 金融庁告示第

19 号）を指しております。 

 
 
 
【定量的な開示事項】 
１．自己資本の構成に関する事項 
  自己資本の構成および金額については 16 ページの「自己資本比率の状況」に記載しております。 
 
 
２．自己資本の充実度に関する事項 

 
 イ．信用リスクに対する所要自己資本の額 

（単位：百万円）

平成23年9月期末 平成24年3月期末 平成24年9月期末

資産
信用リスク
・アセット

所要自己
資本額

資産
信用リスク
・アセット

所要自己
資本額

資産
信用リスク
・アセット

所要自己
資本額

資産（オン・バランス)項目 15,156 3,116 125 15,329 3,084 124 8,077 1,641 66

現金預け金 14,498 2,695 14,761 2,752 7,546 1,343

有価証券 35 - 35 - 35 -

その他資産 425 223 388 188 378 180

小計（A） 14,959 2,919 117 15,185 2,940 118 7,960 1,524 61

有形固定資産 101 101 96 96 93 93

無形固定資産 0 0 - - - -

繰延税金資産 94 94 47 47 24 24

小計（B） 196 196 8 143 143 6 117 117 5

オフ･バランス取引 - - - - - -

- - - - - -

証券化エクスポージャー - - - - - -

合計 15,156 3,116 125 15,329 3,084 124 8,077 1,641 66

金融庁告示第19号第37条の算式の
「信用リスク・アセットの額の合計額」

派生商品取引・長期決済期間取引・未
決済取引

 
 
（注）本開示においては個々の所要自己資本額は切上表示をし、所要自己資本額の合計は、各所要自己資本額の合計に対し切上表示を

行っております。 
    
 
 

（１） 標準的手法が適用されるポートフォリオの区分ごとの内訳 
 

（単位：百万円）

平成23年9月期末 平成24年3月期末 平成24年9月期末

信用リスク･アセットの取引相手別内訳
告示で定める
リスクウェイト

（％）

リスクウェイト
の

加重平均値
（％）

資産
信用リスク
・アセット

資産
信用リスク
・アセット

資産
信用リスク
・アセット

我が国の中央政府及び中央銀行向け 0 0 1,057 - 1,033 - 862 -

我が国の地方公共団体向け 0 0 - - - - - -

金融機関及び証券会社向け 20～100 20 13,728 2,745 14,013 2,802 6,965 1,393

法人等向け 20～100 100 173 173 138 138 131 131

上記以外 100 100 196 196 143 143 117 117

合計 15,156 3,116 15,329 3,084 8,077 1,641  
（注）1. 延滞エクスポージャー、デフォルトしたエクスポージャーはありません。 
   2. 担保・保証等による信用リスク削減効果が適用されるエクスポージャーはありません。 
   3. 信用リスク･アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーはありません。 
   4. 法人等向けについて 100％のリスク･ウェイトを用いる特例を利用しております。 
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（２）内部格付手法が適用されるポートフォリオの内訳 
        該当がございません。 
 

（３）証券化エクスポージャー 
        該当がございません。 
 
 ロ．内部格付手法が適用される株式等エクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額 
     該当がございません。 
 
 ハ．信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに係る信用リスクに対する所要自己資本の額 
     該当がございません。 
 
 ニ．マーケット・リスクに対する所要自己資本の額 
     該当がございません。 
 
 ホ．オペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額 

（単位：百万円）

平成24年3月期末 平成24年9月期末

オペレーショナ
ル・リスク相当額

リスク
・アセット額

所要自己
資本額

オペレー
ショナル・リ
スク相当額

リスク・ア
セット額

所要自己
資本額

オペレーショナ
ル・リスク相当額

リスク・アセッ
ト額

所要自己
資本額

粗利益配分手法 382 4,785 192 355 4,442 178 326 4,075 164

合計 382 4,785 192 355 4,442 178 326 4,075 164

平成23年9月期末

 
 
 ヘ．単体自己資本比率及び単体基本的項目比率 
     16 ページの「自己資本比率の状況」に記載しております。 
 
 ト．単体総所要自己資本額 
     16 ページの「自己資本比率の状況」に記載しております。 
 
 
３．信用リスクに関する事項 

 
 イ．信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高 

 
信用リスクエクスポージャーは、現金預け金、有価証券、その他資産を対象としております。 

 
  （１）地域別 

（単位：百万円）

平成23年9月期末 平成24年3月期末 平成24年9月期末

資産
信用リスク

エクスポージャー
資産

信用リスク
エクスポージャー

資産
信用リスク

エクスポージャー

国内 14,903 2,908 15,100 2,923 7,960 1,524

国外 56 11 85 17 - -

合計 14,959 2,919 15,185 2,940 7,960 1,524  
 

（２） 業種別 
（単位：百万円）

平成23年9月期末 平成24年3月期末 平成24年9月期末

資産
信用リスク

エクスポージャー
資産

信用リスク
エクスポージャー

資産
信用リスク

エクスポージャー

金融・保険業 14,749 2,745 15,012 2,802 7,792 1,393

国・地方公共団体 36 - 35 - 35 -

その他 173 173 138 138 131 131

合計 14,959 2,919 15,185 2,940 7,960 1,524  
 
（注）信託財産から収受する信託報酬等に係る資産（未収収益、未収入金）は、「その他」に含めております。 
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（３） 残存期間別 

（単位：百万円）

平成23年9月期末 平成24年3月期末 平成24年9月期末

資産
信用リスク

エクスポージャー
資産

信用リスク
エクスポージャー

資産
信用リスク

エクスポージャー

1年以下 4,957 1,122 5,185 1,147 5,210 1,139

1年超3年以下 - - 35 - - -

3年超5年以下 - - - - - -

5年超7年以下 - - - - - -

7年超10年以下 - - - - - -

10年超 - - - - - -

期間の定めのないもの 10,001 1,796 9,964 1,793 2,749 384

合計 14,959 2,919 15,185 2,940 7,960 1,524  
 
（注）「期間の定めのないもの」は、主に現金預け金です。 
 
 
 ロ．三月以上延滞エクスポージャーの期末残高又はデフォルトしたエクスポージャーの期末残高 
     該当がございません。 
 
 ハ．一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中の増減額 
     該当がございません。 
 
 ニ．業種別又は取引相手の別の貸出金償却の額 
     該当がございません。 
 
 ホ．標準的手法が適用されるエクスポージャーについて、リスク・ウェイトの区分ごとの信用リスク削減手法の効

果を勘案した後の残高並びに自己資本比率告示第 20 条第 1項第 2号及び第 5号又は第 43条第 1項第 2号及び

第 5号の規定により資本控除した額 
     該当がございません。 
 
 ヘ．内部格付手法が適用されるエクスポージャー及びポートフォリオに関する事項 
     該当がございません。 
 
４．信用リスク削減手法に関する事項 
    該当がございません。 
 
５．派生商品取引及び長期決済期間取引に関する事項 
    該当がございません。 
 
６．証券化エクスポージャーに関する事項 
    該当がございません。 
 
７．マーケット・リスクに関する事項 
    該当がございません。 
 
８．銀行勘定における出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項 
    該当がございません。 
 
９．信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーの額 
    該当がございません。 
 
１０．銀行勘定における金利リスクに関して銀行が内部管理上使用した金利ショックに対する損益又

は経済的価値の増減額 

 

2% 金利上昇ショックに対する損益 （単位：百万円）

平成23年9月期 平成24年3月期 平成24年9月期

日本円 △ 0 △ 0 △ 0

合計 △ 0 △ 0 △ 0  
（注）本開示における金利リスクに関する損益は切捨表示としております。 
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開示項目索引 
 

. 

Ⅰ．

１.

イ -

ロ

(1) 氏名(株主が法人その他の団体である場合
には、その名称) 1

(2) 各株主の持株数 1

(3) 発行済株式の総数に占める各株主の持株数
の割合 1

ハ
-

ニ

該当なし

ホ 1

ヘ

(1) 当該銀行代理業者の商号、名称又は氏名 該当なし

(2) 当該銀行代理業者が当該銀行のために銀行
代理業を営む営業所又は事務所の名称 該当なし

ト

(1) 当該受託者の商号、名称又は氏名 該当なし

(2) 当該受託者が当該銀行のために法第2条第
14項各号に掲げる行為を行う営業所又は事
務所の名称 該当なし

２．
-

３．

イ
1-3

ロ

(1) 経常収益 1

(2) 経常利益又は経常損失 1

(3) 中間純利益若しくは中間純損失又は当期純
利益若しくは当期純損失 1

(4) 資本金及び発行済株式の総数 1

(5) 純資産額 1

(6) 総資産額 1

(7) 預金残高 該当なし

(8) 貸出金残高 該当なし

(9) 有価証券残高 1

(10) 単体自己資本比率 1

(11) 配当性向 -

(12) 従業員数 1

(13) 信託報酬 1

(14) 信託勘定貸出金残高 1

(15) 信託勘定有価証券残高 1

(16) 信託財産額 1

ハ

(1) 業務粗利益及び業務粗利益率 13

(2) 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ご
との資金運用収支、役務取引等収支、特定
取引収支及びその他業務収支

13

(3) 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ご
との資金運用勘定並びに資金調達勘定の平
均残高、利息、利回り及び資金利鞘

13

(4) 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ご
との受取利息及び支払利息の増減 13

(5) 総資産経常利益率及び資本経常利益率 14

(6) 総資産中間純利益率及び資本中間純利益率
又は総資産当期純利益率及び資本当期純利
益率

14

(1) 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごと
の流動性預金、定期性預金、譲渡性預金そ
の他の預金の平均残高 該当なし

直近の3中間事業年度及び2事業年度又は直近の5
事業年度における主要な業務の状況を示す指標
として次に掲げる事項

直近の2中間事業年度又は2事業年度における業
務の状況を示す指標

　主要な業務の状況を示す指標

　預金に関する指標

外国における法第2条第14項各号に掲げる行為の
受託者に関する次に掲げる事項

銀行の主要な業務の内容 （信託業務を営む場合に
おいては、信託業務の内容を含む。）

銀行の主要な業務に関する事項として次に掲げるも
の

直近の中間事業年度又は事業年度における事業
の概況

銀行法施行規則

銀行の概況及び組織に関する次に掲げる事項

経営の組織

持株数の多い順に10以上の株主に関する次に掲
げる事項

取締役及び監査役（委員会設置会社にあって
は、取締役及び執行役）の氏名及び役職名

会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名
又は名称

営業所の名称及び所在地

当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者に関す
る次に掲げる事項

(2) 固定金利定期預金、変動金利定期預金及び
その他の区分ごとの定期預金の残存期間別
の残高 該当なし

(1) 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ご
との手形貸付、証書貸付、当座貸越及び割
引手形の平均残高 該当なし

(2) 固定金利及び変動金利の区分ごとの貸出金
の残存期間別の残高 該当なし

(3) 担保の種類別 (有価証券、債権、商品、不
動産、保証及び信用の区分をいう。) の貸
出金残高及び支払承諾見返額 該当なし

(4) 使途別 (設備資金及び運転資金の区分をい
う。) の貸出金残高 該当なし

(5) 業種別の貸出金残高及び貸出金の総額に占
める割合 該当なし

(6) 中小企業等に対する貸出金残高及び貸出金
の総額に占める割合 該当なし

(7) 特定海外債権残高の5パーセント以上を占
める国別の残高 該当なし

(8) 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ご
との預貸率の期末値及び期中平均値 該当なし

(1) 商品有価証券の種類別 (商品国債、商品地
方債、商品政府保証債及びその他の商品有
価証券の区分をいう。) の平均残高 (銀行
が特定取引勘定を設けている場合を除
く。) 該当なし

(2) 有価証券の種類別 (国債、地方債、短期社
債、社債、株式、外国債券及び外国株式そ
の他の証券の区分をいう。) の残存期間別
の残高

15

(3) 国内業務部門及び国際業務部門の区分ごと
の有価証券の種類別 (国債、地方債、短期
社債、社債、株式、外国債券及び外国株式
その他の証券の区分をいう。) の平均残高

15

(4) 国内業務部門並びに国際業務部門の区分ご
との預証率の期末値及び期中平均値 該当なし

(1) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
施行規則別紙様式第8号の7の信託財産残高
表 (注記事項を含む。)

12

(2) 金銭信託、年金信託、財産形成給付信託及
び貸付信託 (以下「金銭信託等」とい
う。) の受託残高

12

(3) 元本補填契約のある信託 (信託財産の運用
のため再信託された信託を含む。) の種類
別の受託残高 該当なし

(4) 信託期間別の金銭信託及び貸付信託の元本
残高 12

(5) 金銭信託等の種類別の貸出金及び有価証券
の区分ごとの運用残高 12

(6) 金銭信託等に係る貸出金の科目別 (証書貸
付、手形貸付及び割引手形の区分をい
う。) の残高 該当なし

(7) 金銭信託等に係る貸出金の契約期間別の残
高 該当なし

(8) 担保の種類別 (有価証券、債権、商品、不
動産、保証及び信用の区分をいう。) の金
銭信託等に係る貸出金残高 該当なし

(9) 使途別 (設備資金及び運転資金の区分をい
う。) の金銭信託等に係る貸出金残高 該当なし

(10) 業種別の金銭信託等に係る貸出金残高及び
貸出金の総額に占める割合 該当なし

(11) 中小企業等に対する金銭信託等に係る貸出
金残高及び貸出金の総額に占める割合 該当なし

(12) 金銭信託等に係る有価証券の種類別 (国
債、地方債、短期社債、社債及び株式その
他の証券の区分をいう。) の残高

12

４．

イ -

ロ -

リスク管理の体制

法令遵守の体制

　貸出金等に関する指標

　有価証券に関する指標

　信託業務に関する指標

銀行の業務の運営に関する次に掲げる事項

ハ

(1) 指定紛争解決機関が存在する場合　当該銀
行が法第12条の3第1項第1号に定める手続
実施基本契約を締結する措置を講ずる当該
手続実施基本契約の相手方である指定紛争
解決機関の商号又は名称

-

(2) 指定紛争解決機関が存在しない場合　当該
銀行の法第12条の3第1項第2号に定める苦
情処理措置及び紛争解決措置の内容 該当なし

５．

イ

4-11

ロ

(1) 破綻先債権に該当する貸出金 該当なし

(2) 延滞債権に該当する貸出金 該当なし

(3) 3カ月以上延滞債権に該当する貸出金 該当なし

(4) 貸出条件緩和債権に該当する貸出金 該当なし

ハ

該当なし

ニ
16-19

ホ

(1) 有価証券 15

(2) 金銭の信託 該当なし

(3) 第13条の3第1項第5号に掲げる取引 該当なし

ヘ 該当なし

ト 該当なし

チ

-

リ

該当なし

ヌ

該当なし

６．

-

７．

該当なし

Ⅱ．

Ⅲ．

16-19

Ⅳ．

-

銀行法施行規則第19条の2第1項第5号ニ等の規定に
基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長
官が別に定める事項

ただし、中間事業年度に係る説明書類にあっては、
定量的な開示事項のみとし、定性的な開示事項を除
きます。

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定
める事項

単体自己資本比率の算定に関する外部監査を受
けている場合にはその旨

事業年度の末日(中間説明書類にあっては、中間事
業年度の末日)において、当該銀行が将来にわたっ
て事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じ
させるような事象又は状況その他当該銀行の経営に
重要な影響を及ぼす事象が存在する場合には、その
旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及
び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改
善するための対応策の具体的内容

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行
規則

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基
づき資産査定の対象となる債権その他の資産はあり
ません。

貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額

貸出金償却の額

法第20条第1項の規定により作成した書面（同条
第3項の規程により作成された電磁的記録を含
む。）について会社法第396条第1項による会計
監査人の監査を受けている場合にはその旨

銀行が中間貸借対照表又は貸借対照表、中間損
益計算書又は損益計算書及び中間株主資本等変
動計算書又は株主資本等変動計算書について金
融商品取引法第193条の2の規定に基づき公認会
計士又は監査法人の監査証明を受けている場合
にはその旨

貸出金のうち次に掲げるものの額及びその合計
額

元本補填契約のある信託 （信託財産の運用のた
め再信託された信託を含む。） に係る貸出金の
うち破綻先債権、延滞債権、3カ月以上延滞債権
及び貸出条件緩和債権に該当するものの額並び
にその合計額

自己資本の充実の状況について金融庁長官が別
に定める事項

次に掲げるものに関する取得価額又は契約価
額、時価及び評価損益

銀行の直近の2中間事業年度又は2事業年度における
財産の状況に関する次に掲げる事項

中間貸借対照表又は貸借対照表、中間損益計算
書又は損益計算書及び中間株主資本等変動計算
書又は株主資本等変動計算書

銀行法施行規則第19条の2第1項第6号等の規定に基
づき、報酬等に関する事項であって、銀行等の業務
の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものと
して金融庁長官が別に定める事項

報酬等に関する事項であって、銀行の業務の運営又
は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融
庁長官が別に定めるもの

本冊子は、銀行法第 21 条に基づくディスクロージャー資料（当社の業務ならびに財産の状況に関する事項を記載した説明書類）です。本資料には、経営方針や将来

的な業績に関する記述が含まれておりますが、それらを保証するものではありません。経営環境などの変化によりそれらは変動する可能性があることにつき、ご留意く

ださい。本資料は国内業務に関する単体情報を掲載しております。金額に関する計数は原則として百万円単位で単位未満を切り捨て、比率に関する計数は小数点第二位

未満を切り捨てのうえ表示しています。 

 

当社は子会社等を所有していませんので、銀行法施行規則（以下「規則」という。）第 19 条の 3 に係る開示事項はありません。同様に、規則第 19 条の 2 第 1

項第 5 号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項第 4 条及び第 5 条に係る開示事項はありません。そのほか当

社で扱いのない取引および該当のない事項については、資料編の中で表示するほか、開示項目索引内に掲示しています。なお、規則第 19 条の 2 第 1 項第 1

号イ及びハからトまで、第 2 号、第 3 号ロ（11）、第 4 号、第 5 号チ並びに第 6 号に掲げる事項は、中間期報告書では原則として記載を省略しております。 
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